
 

 

第２２期第２４回福岡県有明海区漁業調整委員会次第 

 

 

 

１ 日  時  令和６年１２月５日（木） １４：００ 

 

 

２ 場  所   福岡県有明海水産会館  

（柳川市三橋町高畑271 TEL ０９４４－７３－６１６６） 

 

 

３ 議  題 

 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問）              資料１ 

 

（２）特定水産資源の福岡県知事管理漁獲可能量の設定について（諮問）      資料２ 

 

（３）福岡県漁業調整規則の一部改正について（諮問）              資料３ 

 

（４）全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議について（報告）      資料４ 

 

（５）タイラギ資源状況について（報告）                    資料５ 

 

（６）その他 
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改正案 現行方針 
福岡県資源管理方針 

第１～第７（略） 
 
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源

管理方針 
  特定水産資源についての具体的な資源管

理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別紙

１－10 まだい日本海西部・東シナ海系群」

までに、特定水産資源以外の水産資源（法第

11 条第２項第２号の資源管理の目標を定め

るに当たって必要な資源評価が行われてい

ないものを除く。）についての具体的な資源

管理方針は「別紙２－１ ひらめ日本海中西

部・東シナ海系群」に、法第 11 条第２項第

２号の資源管理の目標を定めるに当たって

必要な資源評価が行われていない水産資源

の資源管理の方向性は「別紙３－１ ぶり」

から「別紙３－11 がざみ福岡県海域（有明

海）」までに、それぞれ定めるものとする。 
 
（別紙１－１）～（別紙１－６）（略） 
 
（別紙１－７） 
第１ 特定水産資源 

かたくちいわし対馬暖流系群（体色が銀

色のものをいう。以下この別紙の第２か

ら第３において同じ。） 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁

獲量の管理の手法等 
福岡県かたくちいわし対馬暖流系群知事

管理区分 
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 

当該知事管理区分を構成する事項は、次

のとおりとする。 
① 水域 

②の対象とする漁業が、かたくちいわ

し対馬暖流系群の採捕を行う水域 
② 対象とする漁業 

福岡県に住所又は主たる事務所その他

の事業所の所在地がある者がかたくちい

わし対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣

管理区分を除く。） 
③ 漁獲可能期間 

福岡県資源管理方針 
第１～第７（略） 
 
第８ 個別の水産資源についての具体的な資

源管理方針 
  特定水産資源についての具体的な資源

管理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別

紙１－８ うるめいわし対馬暖流系群」ま

でに、法第 11 条第２項第２号の資源管理

の目標を定めるに当たって必要な資源評

価が行われていない水産資源の資源管理

の方向性は「別紙２－１ まだい日本海西

部・東シナ海系群」から「別紙２－13 が

ざみ福岡県海域（有明海）」までに、それぞ

れ定めるものとする。 
 
 
 
 
 
（別紙１－１）～（別紙１－６）（略） 
 
（別紙１－７） 
第１ 特定水産資源 

かたくちいわし対馬暖流系群（体色が銀

色のものをいう。以下この別紙の第２か

ら第３において同じ。） 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁

獲量の管理の手法等 
福岡県かたくちいわし知事管理区分 
 

⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 
当該知事管理区分を構成する事項は、次

のとおりとする。 
① 水域 

②の対象とする漁業が、かたくちいわ

し対馬暖流系群の採捕を行う水域 
② 対象とする漁業 

福岡県に住所又は主たる事務所その他

の事業所の所在地がある者がかたくちい

わし対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣

管理区分を除く。） 
③ 漁獲可能期間 
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周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法

は、現行の水準以上に漁獲量を増加させな

い管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚

げした日からその属する月の翌月 10 日ま

でとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基

準 
全量を福岡県かたくちいわし対馬暖流

系群知事管理区分に配分する。 
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
漁獲可能量による管理以外の手法とし

て、漁獲努力量による管理を合わせて行う

こととする。この場合における当該漁業に

係る漁獲努力量の上限は、資源管理方針策

定時の本県筑前海海域における漁船登録

数である2,102 隻とする。 
また、かたくちいわし対馬暖流系群のう

ち、しらす（かたくちいわし対馬暖流系群

のうち、体色が銀色のもの以外のものをい

う。）を漁獲対象とする漁業について、し

らすを漁獲する漁獲努力量を現状より増

加させないよう努める。 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省

告示第1982号）の本則の第１の２（５）に 

定めるステップアップ管理を行う。 
 
（別紙１－８）（略） 
 
（別紙１－9） 
第１ 特定水産資源 

かたくちいわし瀬戸内海系群（体色が銀

色のものをいう。以下この別紙の第２から

第３において同じ。） 
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁

獲量の管理の手法等 
福岡県かたくちいわし瀬戸内海系群知

事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 

当該知事管理区分を構成する事項は、次

のとおりとする。 

周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法

は、現行の水準以上に漁獲量を増加させな

い管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚

げした日からその属する月の翌月 10 日ま

でとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基

準 
全量を福岡県かたくちいわし知事管理

区分に配分する。 
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
漁獲可能量による管理以外の手法とし

て、漁獲努力量による管理を合わせて行う

こととする。この場合における当該漁業に

係る漁獲努力量の上限は、資源管理方針策

定時の本県筑前海海域における漁船登録数

である2,102隻とする。 
 
 
 
 
 
 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省

告示第1982号）の本則の第１の２（５）に 

定めるステップアップ管理を行う。 
 
（別紙１－８）（略） 
 
（新設） 
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① 水域 
②の対象とする漁業が、かたくちいわ

し瀬戸内海系群の採捕を行う水域 
② 対象とする漁業 

福岡県に住所又は主たる事務所その他

の事業所の所在地がある者がかたくちい

わし瀬戸内海系群を採捕する漁業（大臣

管理区分を除く。） 
③ 漁獲可能期間 

周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法

は、現行の水準以上に漁獲量を増加させな

い管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚

げした日からその属する月の翌月 10 日ま

でとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基

準 
全量を福岡県かたくちいわし瀬戸内海系

群知事管理区分に配分する。 
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
かたくちいわし瀬戸内海系群のうち、し

らす（かたくちいわし瀬戸内海系群のうち、

体色が銀色のもの以外のものをいう。）を漁

獲対象とする漁業について、しらすを漁獲す

る漁獲努力量を現状より増加させないよう

努める。 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省

告示第1982 号）の本則の第１の２（５）に

定めるステップアップ管理を行う。 
 
 
（別紙１－10） 
第１ 特定水産資源 

まだい日本海西部・東シナ海系群 
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁

獲量の管理の手法等 
福岡県まだい知事管理区分 

⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 
当該知事管理区分を構成する事項は、次

のとおりとする。 
① 水域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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②の対象とする漁業が、まだい日本海

西部・東シナ海系群の採捕を行う水域 
② 対象とする漁業 

福岡県に住所又は主たる事務所その他

の事業所の所在地がある者がまだい日本

海西部・東シナ海系群を採捕する漁業（大

臣管理区分を除く。） 
③ 漁獲可能期間 

周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法

は、現行の水準以上に漁獲量を増加させな

い管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚

げした日からその属する月の翌月 10 日ま

でとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基

準 
全量を福岡県まだい知事管理区分に配分

する。 
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
漁獲可能量による管理以外の手法とし

て、漁獲努力量による管理を合わせて行うこ

ととする。この場合における当該漁業に係る

漁獲努力量の上限は、資源管理方針策定時の

本県筑前海海域における漁船登録数である

2,102隻とする。 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省

告示第1982 号）の本則の第１の２（５）に

定めるステップアップ管理を行う。 

 
 
（別紙２－１） 
第１ 水産資源 

ひらめ日本海中西部・東シナ海系群 
第２ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵

守するとともに、当該水産資源の採捕を

する者による法第 124 条第１項の協定の

締結を促進し、認定した協定を公表する

とともに、当該協定に参加している者自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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らによる当該協定の実施状況の定期的な

検証及び取組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第３ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 

（廃棄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（別紙３－１） 
第１ 水産資源 

ぶり 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙２－１） 
第１ 水産資源 

まだい日本海西部・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする 
者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－２） 
第１ 水産資源 

ぶり 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
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第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 

（別紙３－２） 
第１ 水産資源 

とらふぐ日本海・東シナ海・瀬戸内海系

群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
 
 

第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 

（別紙２－３） 
第１ 水産資源 

とらふぐ日本海・東シナ海・瀬戸内海系

群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
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（廃棄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙３－３） 
第１ 水産資源 

さわら日本海・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量水

準を維持することを資源管理の方向性とす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 

（別紙２－４） 
第１ 水産資源 

ひらめ日本海中西部・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 

 
（別紙２－５） 
第１ 水産資源 

さわら日本海・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量水

準を維持することを資源管理の方向性とす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
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また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－４） 
第１ 水産資源 

けんさきいか日本海・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

国が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、ＭＳＹ（最大持続生産量）ベー

スの資源評価結果が公表された場合には、

資源管理基本方針の別紙に資源管理の目標

が定められるまでの間、資源評価結果に基

づく指標等を資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－５） 
第１ 水産資源 

こういか福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 

また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 

 
（別紙２－６） 
第１ 水産資源 

けんさきいか日本海・東シナ海系群 
第２ 資源管理の方向性 

国が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、ＭＳＹ（最大持続生産量）ベー

スの資源評価結果が公表された場合には、

資源管理基本方針の別紙に資源管理の目標

が定められるまでの間、資源評価結果に基

づく指標等を資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－７） 
第１ 水産資源 

こういか福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 
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第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 

 
（別紙３－６） 
第１ 水産資源 

あわび類福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－７） 
第１ 水産資源 

はまぐり福岡県海域（筑前海） 

第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 

（別紙２－８） 
第１ 水産資源 

あわび類福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－９） 
第１ 水産資源 

はまぐり福岡県海域（筑前海） 
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第２ 資源管理の方向性 
県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－８） 
第１ 水産資源 

まだこ福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

第２ 資源管理の方向性 
県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－10） 
第１ 水産資源 

まだこ福岡県海域（筑前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に回復することを目指

す。なお、定期的な検証の際に、科学的な

知見に基づき本方向性を見直すこととす

る。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 
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なし 
 
 
（別紙３－９） 
第１ 水産資源 

さわら瀬戸内海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－10） 
第１ 水産資源 

はも福岡県海域（豊前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする 
者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

なし 
 
 
（別紙２－11） 
第１ 水産資源 

さわら瀬戸内海系群 
第２ 資源管理の方向性 

MSY（最大持続生産量）ベースの資源

評価結果に基づき資源管理基本方針の別紙

に資源管理の目標が定められるまでの間、

国が行う資源評価における現状の親魚量を

維持することを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法による

資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－12） 
第１ 水産資源 

はも福岡県海域（豊前海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする 
者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる
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当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙３－11） 
第１ 水産資源 

がざみ福岡県海域（有明海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
 
 
（別紙２－13） 
第１ 水産資源 

がざみ福岡県海域（有明海） 
第２ 資源管理の方向性 

県が行う資源評価において判断される資

源水準を中位以上に維持することを目指

す。なお、国による資源評価が公表された

場合には、その資源評価結果に基づく指標

などを資源管理の方向性とする。 
第３ 漁獲可能量による管理以外の手法によ

る資源管理に関する事項 
福岡県漁業調整規則等の公的規制を遵守

するとともに、当該水産資源の採捕をする

者による法第 124 条第１項の協定の締結

を促進し、認定した協定を公表するととも

に、当該協定に参加している者自らによる

当該協定の実施状況の定期的な検証及び取

組内容の改良を促進する。 
また、当該協定に基づき、報告される情

報を活用して、資源評価が行えるように努

めることとする。 
第４ その他資源管理に関する重要事項 

なし 
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（別紙） 

 

１ 本県に定められた都道府県別漁獲可能量及び定めようとする知事管理漁獲可能量 

特定水産資源 
都道府県別 

漁獲可能量 

知事管理漁獲可能量 

知事管理区分 配分数量 

まだい日本海西部・ 

東シナ海系群 

5,900 トン 

の内数 

福岡県まだい 

知事管理区分 

5,900 トン 

の内数 
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全漁調連九州ブロック会議次第 
 

開催期日 令和６年１０月２９日（火）午後２時３０分から午後５時まで 
開催場所 博多サンヒルズホテル ２階「瑞雲Ａ」 

 
【参加範囲】 
（１） 全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック各海区漁業調整委員会（会長，事務局) 

（２） 水産庁資源管理部管理調整課，九州漁業調整事務所，内閣府沖縄総合事務局 

農林水産部林務水産課 

（３）福岡県連合海区漁業調整委員会(会長，事務局)、福岡県農林水産部水産局漁業管理課 

 
１ 開 会 

司 会：事務局長 佐野 二郎 
 
２ 挨 拶 

①  主催者挨拶 
全国海区漁業調整委員会連合会 副会長 川嵜 和正（佐賀県連合） 

②  開催地挨拶（地元海区） 
福岡県連合海区漁業調整委員会 会長 半田 亮司 

③  来賓挨拶 
水産庁管理調整課 課長補佐 土方 教義 

④  地元県挨拶 
福岡県農林水産部漁業管理課長 秋本 恒基 

 ⑤ 来賓紹介 
 
３ 議長選出 

福岡県連合海区漁業調整委員会 会長 半田 亮司 
 
４ 議事録署名人選出（前回、次回の幹事県） 
 ・佐賀県連合海区 

・大分海区 
 

資   料   ４ 
（22 期 24 回有明漁調委） 
（令和６年１２月５日） 
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５ 議 事 

第１号議案 令和７年度要望事項について 
第２号議案 協議事項・照会について 

・協議事項：第１８期前期（令和７年５月〜令和９年５月） 
      全漁調連役員海区について 

第３号議案 次期開催海区について 
 ・大分海区 

 
６ その他 
 
７ 閉 会 16 時 20 分 
 
８ 講 演 16 時 30 分 

・「海区漁業調整委員会の権限と役割」 
・講師：水産庁管理調整課 課長補佐 土方 教義 

 
〔情報交換会〕18 時頃から 20 時まで 
 ・２階 「瑞雲Ｂ」 

・挨拶 九州漁業調整事務所 所長 中村 克彦 
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Ⅰ 海区漁業調整委員会制度

長崎 継続

熊本 継続

大分 新規

Ⅱ 沿岸漁場の秩序維持

沖縄 継続

Ⅲ 太平洋クロマグロの資源管理

佐賀 継続

長崎 継続

宮崎 継続

鹿児島 継続

沖縄 継続

Ⅳ

福岡 継続

長崎 継続

熊本 継続

鹿児島 継続

Ⅴ

福岡 継続

長崎 継続

宮崎 継続

鹿児島 継続

海区漁業調整委員会制度について

海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について

新たな資源管理措置について

新たな資源管理の推進について

太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について

違法操業の取締強化に向けた対応について

太平洋クロマグロの資源管理の推進について

太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について

太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について

太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について

沿岸漁業と沖合漁業（大臣許可漁業）との調整について

大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導の
強化について

沿岸資源の適正な利用（沿岸漁業と沖合漁業の調整）

クロマグロ資源の適正評価及び零細漁業者の経営支援について

令和７年度要望事項（各県提出議題）

大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し拡大等
について

沿岸資源の適正な利用について

提案県要望事項

大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁
漁期間の設定について

漁業法改正後の制度運用

海区漁業調整委員会委員及び事務局職員の資質向上
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Ⅵ

福岡 継続

長崎 継続

長崎 継続

熊本 継続

鹿児島 継続

沖縄 継続

沖縄 継続

Ⅶ

佐賀 継続

熊本 継続

長崎 新規

ミニボート及びＳＵＰによる海難事故の防止について

遊漁者への安全啓発活動の強化について

ミニボートによる危険行為の防止について

日台漁業取決めの見直しについて

海洋性レジャーとの調整

日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について

東シナ海における漁船の安全操業確保について

日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について

日中漁業協定の見直しについて

外国漁船問題

日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について

我が国ＥＥＺ内における韓国はえ縄漁船の操業禁止及び取締強化について

-4-



1 
 

 
 
 
 

令和６年１２月５日 

福岡県水産海洋技術センター有明海研究所 

 

タイラギ生息状況調査結果について 

 

 福岡県海域のタイラギ生息状況 

  令和６年１１月５日～８日に、福岡県海域５８地点において、潜水器漁業者３分間潜水

によるタイラギ生息状況調査を実施。 

  成貝は確認なし、稚貝は１地点で３個体確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度１１月の生息状況（上：成貝 下：稚貝） 
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参考：令和５年度の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


